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1 第1組織
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口本庁管内
ロ呉支部管内
ロ尾道支部管内
ロ福山支部管内
口三次支部管内

◎本庁･簡裁･検審所在地
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※1:庄原市総領町

※28三次市甲奴町

※s世羅町のうち旧世羅西町の区域
※4;安芸高田市八千代町

※5:三原市大和町

唾

三次 合計尾道 福山呉本庁

人口(人） 101,606 27452髄499,642219,5082536811670.852

2,445.14 5478981,231.23面積(k㎡） 965.39614．893？”､33
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5241580司法書士数 3529

※人口は令和5年4月1日現在の数値

※弁護士数及び司法書士数は令和5年4月1日現在の数値
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' 2本庁組織図 I
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民事部(専門部)の取扱事件
●民事執行事件,民事保全事件,配偶者暴力等に関する保護命令事件‘倒産事件
(破産,･民事再生,特別清算,会社更生)，民事･商事非訟事件及び調停事件
※民事･商事非訟事件は民事訟廷事件係の書記官が担当
※調停事件は調停係の書記官が担当
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一

■■■ 係事部関第 民2
※令和4年は速報値ﾛ

’

I1事件処理状況(通常訴舩）

(1)民事第一審通常訴訟事件の処理状況(広島地裁）

－－－－1 1
〆－一 一

2β50
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2,050

1,900

1,750

1,600

1,450

1,300

1,150

1,000

’

→一管内(新受）

-号-管内(既済）

一歩管内(未済）

一幸本庁(新受）

-←本庁(既済）

÷本庁(未済）

一
一

＝←

｡
■

平成B0年令和元年令和2年令和3年令和4年

令和4年令和3年令和元年 令和2年平成30年

1,911管内(新受） 2,0292,0962,141 2,104

2,127管内(既済） 2,1562,094 2,0341,968

管内(未済） 1’7271,9432,0701,998 2，008

1,362本庁(新受） 1,4421,468 1,4581,505

1,530本庁(既済） 1,5191,435
-

1,514

1‘4291,402

1,269本庁(未済） 1,4371,452 1,491

ノ

(2)民事第一審通常訴舩事件の処理状況(全国）
､

〆
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→一全地裁(新受）

一幕-全地裁(既済）
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守

平成30年令和元年令和2年令和8年令和4年

－

ﾄー
全

令和4年令和3年令和2年平成30年 令和元年

126,664地裁(新受） 133,430 130,861138,444 134,935

榊
一
秘
一

131,795全地裁(既済） 139,020131,559
-

104,061

122,763138,683

101,438全地裁(未済） 106,569114,728100,685
ノ（
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(3)民事第一審通常訴訟の既済事件の平均審理期間(全国及び広島地裁の全事件及び対席判決）
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(4)民事第一審通常訴訟の未済事件の平均審理期間(全国及び広島地裁）
、

L 一

■ 一

‐ノ
、

(5)民事第一審通常訴訟の未済事件の審理期間内訳表(地裁管内）
、〆一一＝三 ー ‐－－

I

9

※（ ）内の数字は広島地裁本庁の件数で内数である。
※【 】内の数字は肝炎訴訟及び在外被爆者訴訟
・を除いた広島地裁本庁の件数で内数である。

‐ノ［ ● 8
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平成3o年
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11．9
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令和元年

10．7

12．4

13．3
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11．4

13．1

13．9
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14．9

令和4年
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3年超5年以内

5年超

計

平成30年

128

(94）

【78】
65

(51）

【28】

25

(19）

･【6］

218

(164）

．【112】

令和元年

139

(117）

【94】

77

(61）

【34】

27

(26）

【10】

243

(204）

【138】

令和2年

180

(147）

【125】

86

(70）

【40】

30

(28）

【11】

296

(245）

【176】

令和3年

146

(115）

【101】

109

(89）

【55】

44

(41）

【16】

299

(245）

【1ﾌ2】

令和4年

146

(114）

【94】

91

(72）

【41】

55

(50）

【9】

292

(236）

【144】



(6)民事第一審通常訴訟事件の処理状況表(令和4年）

〆 、

未済事件係属状況

未済事件
平均審理
期間
（月）

受
比
率

新
数
済

対
件
未く

長期未済
係属状況
（％）

未済事件
合議率
（％）

未済
累積度

未済
改善率

未済新受 既済 既済率

18.6％本庁 1,269 1．53 0．93 15.5 20.6％1,362 1,530 1．12 1．09

■

ロ ロ n 台

216％1．41 1．50 0．88 16．1 1．05 11．4％呉 100 141 88
ﾛ ﾛ

Ⅱ I ．

／

／
3.3％尾道 0．90 0．79 0．83 9111 100 92 0.83

ﾛ ロ ロ ﾛ ロ

1．04
I D

13.2％0－86 12.9 8.9％福山 299 311 258 1 18 1．02
、
■
■
■
■
■

ｐ

■
Ⅲ
■
日
■

■
■
Ⅱ
Ⅱ
■

■
■
Ⅱ
日
日

■
Ⅱ
！
■
■

１１１

／
B ロ 1 1

20
〃

0.0％0．51 7. 1 1．92三次 45 1．15 、0．3939

／
、 1 1 1 9 ．

広島地裁
合計・平均

16.9％1．11 1．41 0．90 14．7 1．08 17． 1％2,127 1,7271，911
Ⅱ B B 。

101．438

U l I

全地裁
合計・平均

117％0．80 11．8 15.1％100 105131,795 104126,664

1 1 1

令和3年
広島地裁
合計・平均

15.4％14．1 17.0％1．06 1－32 0．96 0.992,029 2，156 1943

K※未済改善率は、前年と比較したもの ノ

【未済累積度】
全国平均(1.00)との対比で未済の累積状況を見る指標
◆算出方法

未済累積度一未済件数×未済事件平均審理期間
（対全国比） 新受件数×全国平均未済率×未済事件全国平均審理期間

※全国平均未済率は,全地裁の朱済件数÷新受件数

【未済改善率】

前年に比べて未済の累積状況がどのように改善したのかを計る指標
◆算出方法
未済改善率一前年度の未済件数×前年度の未済事件平均蓋理幽間一
（対前年比） 今年度の未済件数×今年度の未済事件平均審理期間

-6-



I2事件処理状況(交通事故損害賠償訴舩）

民事訴舩事件(交通事故損害賠償事件)の処理状況(広島地識）
~､－

I
■
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450
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350
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50

→一管内(新受）

銅一管内(既済）

→本庁(新受）

→←本庁(既済）L ’
▲

凸

ｌ
ｊ

､

平成30年令和元年令和2年令和8年令和4年

令和4年令和3年平成|30年 令和元年 令和2年

405管内(新受） 343383438466

管内(既済） 393450460 382364

234本庁(新受） 257265 277318

本庁(既済） 269253 279239 313

、 ノ

－7－



1

－J' 3事件処理状況(医療訴舩）
(1)医療行為損害賠償事件の処理状況(広島地裁）

〆 ~、
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(2)医療行為損害賠償事件の処理状況(全国）
、〆 ．

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

’
詞｜

’ ÷全地裁(新受）

－■－全地裁(既済）

平成30年令和元年令和2年令和3年令和4年

-斗
~司

｜
I
1

１
１
１

l
l
l

１
１
１

６
１
１
Ⅲ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

令和4年

643

792

》
一
浬
一
皿

》
一
恋
一
”

》
｜
加
一
加

》
一
加
一
咽

全地裁(新受）

全地裁(既済）

（ ノ

－8－



(3)医療行為損害賠償事件の既済事件の平均審理期間(全国及び広島地裁）p

■■■
－－－ママ －
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｜平成30銅苓和元年1
1全地裁 ’ 24.41 26.11
｜広島地本庁 ’ 27.61 36.21
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26.81 31.0131.01 3491

ノ
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〆
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ｰ

4事件処理状況(行政訴舩）｛ I
(1)行政翫訟事件の処理状況(広島地裁）
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(2)行政翫訟事件の処理状況(全国）
、〆
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(3)行政訴訟の既済事件の平均審理期間(全国及び広島地裁）
、

、
、
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1I 5事件処理状況(労働審判）
(1)労働審判事件の処理状況(広島地裁）

〆 －、

| '，
' 60

50

40

30

20

10

0

→－

|-←本庁(新受）

－■一本庁(既済） 1

一福山支部噺受)｜
÷福山支部(既済）

年令和2年令和3年令和4年

平成30年令和元年令和2年令和3年

36 42 48 57

32 44 50 53

15 12 13 17

15 11 11 18
． _二 一

17

平成30年令和元年
＋

L_

令和4年

55

58

本庁(新受）

本庁(既済）

福山支部(新受）

福山支部(既済）

14

15

、 ノ

(2)労働審判事件の処理状況(全国）
、／ 一

－

一一

－

’

｜
’ ’’

Ｆ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
Ⅲ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

*

」（

－12－

●

4,500

4,000

3‘500

30000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

平成30年令和元年令和2年令和3年令和4年
９

二妄一塁ミニ

－－ ママ－－ 一一 一

毎 &

一一全地裁(新受）

つ-全地裁(既済）

全地裁(新受）

全地裁(既済）

平成30年

3,630

3,429

令和元年

3,665

3,670

令和2年

3,907

3,755

令和3年

3,609

3,848

令和4年

3,208

－ 3，273



(3)労働審判の既済事件の平均審理期間(全国及び広島地裁）

1．8

1．6

1．4

1．2

1．0

O.8

0．6

0．4

0．2

0．0

－－

ー

平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

－←全地裁 一婁一本庁÷福山支部

平成30年令和元年令和2年令和3年令和4年’
2．7 2．9 3．6 3．0 3．01

’ 2．7 3．3 3．2 2．2 2．1

2．1 2．4 22 2．6 2．5

ノ
、 ／

. _ __‐ノ～
－－

－13－



I6事件処理状況(執行｡破産･再生）

(1)不動産執行事件の処理状況(広島地裁）

､〆

1

1
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

令和4年令和3年平成30|年 令和元年 令和2年

’

管内(新受） 226316 243415 368

254管内(既済） 309325406322

本庁(新受） 168174274 233301

本庁(既済） 188232248276230

、 ノ

(2)憤権執行事件の処理状況(広島地裁）
､｜

‘
０

一
別
－
３

｜
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ

〆

3,500

3,000

2;500

2,000

1,500

1,000

500

~~司

１
１
Ｊ
１

受
済
受
済

新
既
新
既

く
く
く
く

内
内
庁
庁

管
管
本
本

一
一
一
一
一季J丁(耕交ノ

ー恭一本庁(既済
）

0 4 了一一一一-一一一一 ’一一
平成30年 令和元年 令和2年 令和8年 令和4年

－
－

令和4年令和2年 令和8年|平成30年 令和元年

2,606管内(新受） 2‘452 2‘7672.7142,246

管内(既済） 2,7562,5832,312 2,425 2,482

1,883本庁(新受） 1,823 2.0342.0221,651

本庁(既済） 2‘0281,848 1,9271,76911,698

ノk

－14－



巳

(3)破産･民事再生(含会社更生)事件の処理状況(広島地裁）
－

〆

2‘000

’

一管内(新受）

一毎一管内(既済）

-←本庁(新受）

－×一本庁(既済）

1,500

1,000

500

0

平成30年令和元年令和2年 令和3年 令和4年

。 令和4年令和3年令和元年 令和2年平成30年

1‘497管内(新受） 1,4611,614 1,5531,603

1,456管内(既済） 1‘6491,5401,6161,449

’
一 1,068

1,069

1‘011本庁(新受） 9461,1161,068

995本庁(既済） 1,094978 1,109
一

ノ、

(4)個人再生(小規模･給与)事件の処理状況(広島地裁）
、〆－

250

200-

150

100

50。

－◆一管内(新受）

→一管内(既済）

一士一本庁(新受）

－基一本庁(既済）

O I --- r -T-

平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
’

令和4年令和3年令和元年 令和2年平成30年

185管内(新受） 211 181212 224

管内(既済） 169200 222236182

本庁(新受） 124143 132 101137

本庁(既済） 113130 134157110

~ノ、
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１

１
』

第3刑事部関係
※令和4年は速報値

’ 1刑事訴舩事件全体について

(1)刑事訴舩事件の動向(裁判員裁判を含む｡）
~、／

’

０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０

４
２
０
８
６
４
２

，

４

８

１
１
１

マ

’

－管内全体(新受）

→一管内全体く未済）

一*一本庁(新受）

一舞一本庁(未済）

－－＝

－－a 一－

Ｉ
平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年平成80年

管内全体(新受） 985 1,158 1,0691‘151 1,319

管内全体(未済） 422424 330 431454

本庁(新受）

本庁(未済）

799593 782822 923

’ 19‘’196 331343362 328

！ ノ

(2)刑事訴訟事件の処理状況(裁判員裁判を含む｡)･(令和4年度）
、〆

未済事件係属状況

未済事件

平均審理
期間
【肩）

長期未済
係属状況
（％）

未済事件
合職率
（％）ｊ

受
比
率

新
数
済

対
件
未

未済
改善率

未済
累穣度

|｜ 新受 ｜ 既済 ｜ 未済 l既済既済未済新受 既済 率

1．23 16.05．4 5. 1102 1．31 0．41’ 10本庁本庁 811 331799

35 0．78 5.70．40 2.1 0-00．90．97 O‘49輿輿 88 85

ど
う

120

0．690．31 0．41 1．3 000．80．84尾道

一

福山

尾道

福山

2049 41

1．020‘25 3.1 0.01 111 1 0．45251001 111

0.0 4．050．33 1.60．310.90．9 1三次三次 1133 30

－ 一

広島地裁
合計・平均
広島地裁
合計・平均

1．224.0 13．71．08 0．39 4.71011 01,0781 4221,069

全地裁
合計．平均 59.503 59,838

令和3年
広島地裁 1,158 1,057
合計・平均

全地裁
合計・平均

59.503 59,838

令和3年
広島地裁
合計・平均

1,0571,158

0．99 14.14.6 2.41．00 0．371011022,161

’ 0@63 9350．37 5.6 7.01．340,90，9 1431

※未済改善率は、前年と比較したもの
ノ～ ≦

－16－

＆一一一

＝

弩 ･一

一一▲、

一
一

、 _

、 一

_了－－－■~ｰ一

一●ー

二二垂雲一

■■■■

一一壷~－－

－●

一



(3)裁判員裁判以外の刑事訴舩事件について(本庁）

｜
■
一

’|平成30年’平成30年 令和4年令和3年令和2年令和元年
一

1524合醗 2244新受 30

l

単独 737705534834729

合計 752729556878759

49 2864既済 合議 7831

711552618単独 810703

I 739601合計 734 888 682

ノ
廷

(4)刑事訴訟終局事件(裁判員裁判を含む｡．)における否湧事件及び自白事件の平均審理期間
~、〆

16．0

14．0
｢－－1 ’一

一

一

120
こ一

一一本庁(自白〉

-←本庁(否腿）

-*－全地裁(自白）

一一全地裁(否認）

０
０
０
０
０
０

■
■
■
ｂ
ｑ
■

０
８
６
４
２
０

１ 一一一一一

－－

一

一
一

~TE－－■■■I
’一

平成30年 令和元年 令和2年 令和8年 令和4年

令和4年令和3年令和元年 令和2年平成S0"
■ ■ ■ ■心

本庁(自白）
由 ■ ､

3.33.0 293．03.0

12．2
－

12．2本庁(否認） 9.111．7 12．511．2

全地裁(自白） 3.13.0･3．0
－

10．1

2.7 2..8

｜
函 全地裁(否認） 10．6 1●1.29.39‘2

Ｉ
‐
、

ノ
〆

』

－17－



2裁判員裁判事件について｜

(1)裁判員裁判の実施状況
一一一

I 1新受 既済 未済

「 平成21年 T一一‐ 4 1923

－面1－24平成22年 36 31
一

年
年
３
４
２
２
成
成
平
平

33 訓
鏥
－
訓

０
３
３
２29
÷－

3131r一 平成25年 39

3636平成26年 23 18

平成27年 34 24
一一

18

28

平成28年 2216

平成29年 16Ib 22 121
.----－一一一一

28

141

28

14

平成|30年 9 31

’
令和元年 27 18
-

令和2年 18 15 21

｜

’

18

==ﾐﾆ茎’
18

17

令和3年 1512
－－

13
■“－

13令和4年
一

累計

14

334 317
一 一

※実人員

(2)新受
－

口
、

１
１

全地裁広島地裁
罪名

｢－比率比率新受人員 比率 新受人員
一

殺人

強盗致傷

1
28.7％ 22.4％98 3,915
－

16‘7％16‘7％

十
22.9％4,00957

傷害致死 8.4％鯛
一
別

9.7％

10.0％

9.7％ 1,476

(準)強制わいせつ致死傷 7.8％1,371

(準)強制性交等致死傷

匡

9.1％ 1↓16231

集
一

集
1

団(準)強姦致死傷 1.2％4
巳

’’
ー

’

一二－

※令和4年12月末までの延べ人数

、

－18－

現住建造物等放火

強盗致死(強盗殺人）

強盗･強制性交等

保謹責任者遺棄致死

偽造通貨行使

危険運転致死

覚醒剤取締法違反

他の刑法犯・特別法犯

ロ総数 341

39

17

8 1J

7

3

5

5

0

11.4％

5．0％

2.3％

2.1％

0.9％

1.5％

1.5％

0.0％

100％ 17，484

1,719

415

578

106

299 1.7％

288

1,495

572

9.8％

2.4％

3.3％

0.6％

1.6％

8.6％

3.3％

100％



(3)既済

e判決人員と平均審理期間

判決人員(広島地裁）

’ 。．…|－
'零"‐論“

自白｡否認の別

平成21年

否認
(否認率）

合計 311人

’

4

(控所 3）
’

一』 一 一ｳ

平成22年 ’平成22年 自白

否認
(否霊率）

24

(控訴 6）

I

平成23年 自白
34

(控脈 22）’
1

否認
(否潔率）

L
１
－
６

７
２－１
一一

自白平成24年

I 33

(控翫 21）
否麗
(否麗率）

7．1

10．9

自白平成25年
30

(控翫 13）

36

(控販 15）

．否認
ノ（否認率）

平成26年 17

． 19

（52.8％）

自白

否認
(否認率）

平成27年 ’一＝自白
否潔

28

(控翫 12）(否鹿率）
－

I
8．0

一一一

12‘1

平成28年 自白
22

(控訴 11）
否麗
(否潔率） ’

自白平成29年
22

(控訴 9）

否麗
(否認率）

自白平成30年

否認
(否潔率）

－

酒
一
率
｝
１

自白
一一

令和元年

否記
(否認率）
－

自白令和2年
15

(控服 6）

百

否認
(否麗率）

自白

・否認
(否認率）

自白

令和3年
14

(控訴 2）
T一言

340

398

(53.9％）

10．7

16．5

13，5
一－－－

32.5.

8令和4年令和4年
14

(控訴 3）

6

(429％）4Z.U‘ﾅbノ

否諺
(否潔率）

」

●裁判員裁判における否認事件及び自白事件の平均審理期間の推移

認○

一
鱒｡

28p

託0

1“

10｡

g、

「 、■■

億，一一－

平ぱう但幻 宰宜36に 令範X年 令粕2年 令胞3類 令和6年

－19－

広島地裁

・員

2
一一

2

（50.0％）

12

． 12

（50.0％）
8

26

(76,5％）
7

－－－－

26

（78;8％）
姻
一
相

(60.0％）

13

15

(53.6％）

‘7

15

(68.2％）

14

8

(36.4％）

・6

2

（25陰0％）

14

13

（48.1％）

6

9

(60.0％）

10
－ー－

’ 4

（28.6％）

平均審理期間
(月）

4‘5

'一
6．8

9．0

12．8

6．2
－－一一一

． 10．7

9．0
－一一■■一位

11．5

、 7．4
－ね－

12．1

7.6

11.7

－二
12.8

8．7
－ー

12．4

日

、 8．3凸

－q■－

13．5
*

一旦止一
14.1

11．3
－－－ー

16．0

11．3

12．4

全地裁

判決人員

114

‘ 28

（19.7％）

970
－一一口

536

(35.6％）

885

640

(42.0％）

.・806

725

662

（47.7％）

－1■

644

558

(46.4％)

623
一一ロー今*一F

559

(47.3％）
568

． 536

（48.6％）

449■

517

(53.5％）

496．
－ロー－.一．6

531

（51.7％）

491
－一

510

(51.0％）

『
『432

｢忘薊
ー

419

485

(53‘7％）

平均審理期間
(月）

4.8

5.6

7.4

9．8

7.3

10．9
ゅ

7.2

11．7

7.0

10．6

7.4
－

7．9
－一一一

12．1

7.7

12‘3

・ 9．9
－‐ｰ

13‘9

9．8
ー一角■■ー一一eec－9q ｡

15‘1

１
Ｊ
Ｊ
１

白
腿
白
鱈

個
否
向
百

ｔ
ｌ
く
！》

嘘
地
劇

》
》
一
一



(4)選任手続
－－一－

→ －､

|･裁判員嬢補篝名簿登識書数
1

－

燕5年
一

I

平成26年1平成27年|平成28年平成25年 平成20年 平成30年l令和元年 令和2年令和3年 帝和4年
一

4－300

令稚5年平成22年平成23年 平成24年

｜
’広島地裁

（人〉
7,8001 6‘800 6.000 40600 3,700 4‘300 3．8005.800 4.7001 4.100 3.600 3.900 7400

｜"”2361500I
全地裁
（人）

233‘300 232,800 236,600315-940 285.530 229.200 233.600 230‘600 233･OOO 21s0700344･900 259.200

●裁判員候補者選任状況等(判決終局事件）
※制度施行から令和4年12月末まで

出席を
求められた
蝿抽表(D〕

出席を
求められた
候補者(D)■

呼出
辞退率
(H)
1－(E/B）（B-C）

Ｉ

選任された
補充裁判員
の数

呼出散
(B)
(A=A'）

出席率
(F)
(E／A）

出席率
(G)

(E／D）

遮任された
戴判員の数

呼出取消等
（C）

迦定数
（A）

呼び出さない
措置等(A')

出席数(E）

広島地薮
（人）

※（ 311 ）

11‘562 25,5291 12,7121 12,817 8.48537,091
66.21 66.81 1,828 71322.9

41．2 27.3平均(人） 119．3 37.2 82.1 40.9

全地裁
（人）

漁（15089）

全地裁
（人）

蕊（15089）

平均(人）

‘"815'''‘"|"5,79‘
75r｢一一弱丁I 39.5

511,850 427,593475,938

－

31．5

1.107｡6481u583,586

一一

104．9

27.0 71.8 61.4 860985 29,556

I 28．3

※選定数等は､延べ人員に基づく※判決人員

●裁判員候補者選任状況等(令和3年判決終局事件）

呼出
辞退率
(H)
1－(日B）

出席を
求められた
騨朋者(D)
（B－C）

遊任された
補充雅判員
の数

呼出敵
（日）
(峠パ）

呼出取消等
（C）

出席率
‘(F）
(E／A）

出席串
(G)
(E／D）

退任された
裁判員の激

逝定敷
（A）

呼び出さない
把置等(AP)

出席数(E）

"IZW

’
広島地裁
（人）

※（ 14 ）

596
462 3651,520 462 1‘058

65.51 87 3224.0 79.0"~r§す
一 画

平均(人） 33,0 75.61 42．6

15‘ “.,"|“38,

33.0
-

34i610

26.11086

’
全地裁
（人）

獺〈 904 ）
１
１

24,729

-

27．4

101，150

111．9

32,155 68,995
24‘41 71．5 64.2 5,226 1,769

平均(人） 38．0 38.335．6 76．3

※選定数等は､延べ人員に基づく※判決人員

●裁判員候補者選任状況等(令和4年判決終局事件）

’
呼出
辞退率
(H)
1-(日B）

出席を
求められた
候補者(D)
（B－C）

選任された
補充餓判員
の数

呼出敬
(B)
(A-A･）

呼出取消等
(C)

爾厩
■ 一

725

~EM~mT

呼出取消等
(C)

齋厩

出席率
(F)
(E／A）

出席率
(G)
(E／D）

選任された
裁判員の数

呼び出さない
措置等(A，）

逝定数
（A）

出席数〈E）

｜ “70.51
89

3591
21．2 73．1

－葱61

広島地裁
（人）

※（ 14 ）

4911,2161,690 474

一beーｰ

869平均(人） 51.8 35.1120.7 33．9

一
Ｉ全地裁

（人）

※（ 738 ）
１
１’

20,278

27．5

20.278

27.5

30‘704

－－

41．6

29,04525,840 59,749

-

81．0

85,589

116．0

1,52723.7 69.8 66.1 4.413

平均(人） 39.435.0
L一

－踵

※選定数等は､延べ人員に基づく※判決人員

－－
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3令状請求･勾留購求に関する準抗告事件について’

準抗告事件(429条)について
－－、

広島地
三次支部

広島地
尾道支部

広島地
福山支部

広島地
呉支部広島地総数 広島地本庁全地裁総数

1 0 1

3384 8平成30年 220 16713‘263

令和元年 06 461614,643 283 215

41 14令和2年 7226 17315,347

47 25令和3年 239 2131415bl54

2749 3令和4年 307 21913,988

ノ、
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4その他の刑事関係事件について’
’

1

医療観察法事件について

、〆
●新受

指定医療機関の管
理者による退院許
可又は入院継続確
認(49条1項､2
項）

保護観察所の長に
よる処遇の終了又
は通院期間延長(5
4条1項､2項）

対象者等による退
院許可又は医療の
終了(50条､55
条）

検察官による42条
1項の決定を求め
る申立て(33条1
項） ’ ．、 ’

合計

0 74平成22年 58 412

1平成23年 52 10 729

056 14 79平成24年 ９
二
８平成25年 8 0 7256

1 68平成26年 6 59 2

0 75平成27年 63 57

-ヨ

1 62平成28年 7 52 2

4 65平成29年 5 55 1
F■■

2 6454 0平成S0年 8
ﾀﾛ ■

5令和元年 6 66496

3 7151 4令和2年 帽
－
８ 5 76令和3年 55 8

5 2 73令和4年 2 64

’ ノ
～
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『
凶簡裁 係第4簡裁関
※令和4年は速報値

一一一＝一一 ■ 一

’’ 事件処理状況

(1)民事訴訟事件(通常訴訟､少額訴訟､少額訴訟判決異議訴訟)の処理状況(簡裁）
〆 、－－

’
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

平成30年 令和3年 令和4年

一●一管内全体(既済）

－恭一広島簡裁(既済）

令和元年 令和2年

－◆一管内全体(新受）

一七一広島簡裁(新受）L
平成,30年 令和元年 令和2年 令和8年 令和4年

管内全体(新受） 4,4065,078 5,114 4.4504,652

管内全体(既済） 4,2165.321 4.971 4,845 4,517

広島簡裁(新受） 3,2153,646 3,554 3,308 3.254

広島簡裁(既済） 3,0293,826 3.514 3,401 3,296

ノ匙

(2)民事通常訴訟事件(ハ号)の内､交通事故損害賠償請求事件の受理状況等(簡裁）
／ ､

「
800

700

600

500

400

300

200

100

0U

16.0％

14.0％

12.0％

10.0%

8.0%

6.0％

4.0%

2.0%

0.0％U.U刊

平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

匡宴繍熱’三鰯蕊説，
広島簡裁(新受） 一歩-交通割合(全国簡）

’平成30年 令和元年 令和2年 令和4年令和3年
一

555管内全体(新受） 685 599657 591

363363広島簡裁(新受） 422 317355 320

交通割合(全国簡） 5.9％6.5％ 6.2％6.3％ 6.9％

交通割合(管内簡） 140％14.1％ 13.0％13.4％ 13.3％

交通割合(広島簡） 11.6％11.9％ 10忽％ 10.0% 10.1％

ノ、
一
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(8)民事調停事件(調停全部､特定調停､一般調停(特定調停以外))の新受件数の推移(簡裁）
』

l

i

800．

700

一わ画一●ｰー
■

600

500

’

一正

400

’’
300

200

100

0

令和4年令和3年令和2年令和元年平成I30年

一計一一般調停(管内全体）
合

一一般調停(広島簡裁）

→二調停事件全部(管内全体） 一審一特定調停(管内全体）

÷調停事件全部(広島簡裁） 一・一特定調停(広島簡裁）

|平成30年｜令和元年l令和2年｜令和3年｜令和4年

閥停事件全部(管内全体） ’ 5031 ． 6101 4091 3871 462

特定調停(管内全体)l 741 106i 351 521 65
－般調停(管内全体)’ 4291 5041 3741 3351 397

調停事件全部(広島簡裁） ’ 2801 2921 1891 1961 228

｜ 特定調停(広島簡裁)｜ 、 431 601 201 291 30

一般調停(広島簡裁)’ 2371 2321 1691 1671 198

’
（ - -一

ー
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(4)刑事訴訟事件の処理状況(簡裁）
／－､

250
－－↑

－－－

【

200

→一管内全体(新受）

一骨-管内全体(既済）

÷管内全体(未済）

-う←広島簡裁(新受）

－幹一広島簡裁(既済）

産逗一広島簡裁(未済）

150

100

50

0

｛
令和8年 令和4年令和2年平成30年 令和元年

管 － － － －－ 一

》
｜
蛎
一
蛇
一
溺
一
荊
一
西
－
２

》
｜
伽
一
伽
一
鯛
一
師
一
鯛
一
栂

翌

一調
到

忌壼扇
平成30年令和元年’
210 1671
191 -~－1~531
53 27

104 961

95 1091

26 131’

画
］
｜
』
画
車

》
｜
畑
一
種
一
釦
一
例
一
塊
一
浬

|管内全体(既済)I

|舅
管内全体(未済）

広島簡裁(新受）

広島簡裁(既済）

’ 広島簡裁(未済）

、 ノ
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